
 

 

 

熊本中央病院 院内トリアージ実施基準 
 

 

（目的） 

本基準は、限られた医療資源を効果的に活用し、緊急度・重症度に応じた適切な診療順序

を決定することを目的とする。 

 

 

（適用範囲） 

本基準は、以下の患者について適用する。 

・救急外来を受診するすべての患者 

・時間外診療を受診するすべての患者 

 

 

（トリアージ実施者） 

トリアージは、以下のいずれかの要件を満たす看護師が実施する。 

・救急医療の経験を 3 年以上有する看護師 

・トリアージ研修を修了した看護師 

・宿日直を行う看護師 

 

  



 

（トリアージ方法） 

トリアージ方法は JTAS（Japan Triage and Acuity Scale）を活用する。 

また、トリアージ開始時間は患者来院後 10 分以内を目標とし、トリアージに要する 

時間は患者 1 人あたり 2～4 分を目標とする。 

 

 

 

（トリアージの流れ） 

トリアージの流れは以下のとおりとする。 

 

 

 ①受付後、10 分以内に問診を実施しトリアージを行う。 

 ②トリアージ実施者はトリアージレベルに応じて診察の順番を決定する。 

 ③診察待ちの間に JTAS 基準に沿って再評価し、再トリアージを行う。 

 ④初回および再度のトリアージの結果はカルテに記載する。 

 

 

 

 

附則 

本基準は、令和 8 年 6 月 1 日から施行する。 

受付 トリアージ 待機(再評価) 診察 


